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船舶交通安全部会の現況について

海上保安庁
交通部

平成３０年１月２３日

※船舶事故の速報値については、平成30年1月24日（水）
海上保安庁長官定例会見後に公表予定
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１．船舶交通安全部会の活動状況について（平成29年度）

■ 審議状況（平成29年度）
● 諮問第292号（平成29年10月18日）
「船舶交通安全をはじめとする海上安全の更なる向上のための取組について」

海上における活動の活発化・多様化、海上交通の効率化・生産性向上、海上活動に係る情報ニー
ズの高まり等を踏まえ、従来から行ってきた船舶交通安全施策とともに、より広く海上の安全を確
保するための新たな施策を展開し、海上の安全を一段高いレベルに引き上げる必要があることから、
海上保安庁が今後とるべき政策の方向性及び具体的方策について交通政策審議会に諮問。

● 第９回船舶交通安全部会（平成29年11月24日 開催）
・第３次交通ビジョンに掲げた施策の実施状況、第４次交通ビジョンの方向性等

■ 今後の予定

● 第10回船舶交通安全部会（平成30年2月1日 開催予定）
「船舶交通安全をはじめとする海上安全の更なる向上のための取組み」報告書（案）検討

● 第11回船舶交通安全部会（平成30年4月頃 開催予定）
「船舶交通安全をはじめとする海上安全の更なる向上のための取組み」報告書まとめ

● 答申（平成30年5月頃予定）

■ 船舶交通安全部会（平成25年10月2日設置）

第３次交通ビジョン「船舶交通の安全・安心をめざした取組み」（平成25年10月3日策定）について、

ＰＤＣＡサイクルを通じて施策の実施状況の確認及び次年度の施策の進め方について検討するため、

また、社会経済の変化、船舶交通を取り巻く情勢の変化、海難発生状況等を踏まえ、第４次交通ビジョ

ン策定に向け、長期的な視点に立った船舶交通安全政策のあり方を検討するために設置。
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目標：半減

（目標）
2020年代中に現在の船舶事故隻数（平成20～平成24年の間の年平均、約2,400隻）を半減させることを目指す。

（達成状況）
平成29年の船舶事故隻数は1,979隻（速報値）であり、減少傾向にある。
今後も目標達成に向けて、引き続き強力に取組を推進する必要がある。
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２ ．第３次交通ビジョンにおける目標の達成状況（長期目標）
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（目標）
平成22年７月の港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律の施行以降、航路及び航路付近海域では、衝

突・乗揚事故が大幅に減少しており、ＡＩＳ搭載船舶の通航隻数100万隻当たり76隻以下を維持する。

（評価）
ふくそう海域におけるＡＩＳ搭載船舶の通航隻数100万隻当たりの衝突・乗揚事故の発生状況は、平成26年72隻、平成

27年73隻、平成28年76隻、平成29年61隻（速報値）であり、目標を達成している。

目標：76隻以下

① ふくそう海域における衝突・乗揚事故の低発生水準の維持

76
隻

３-１ ．第３次交通ビジョンにおける目標の達成状況（計画目標）

海上交通安全法等改正（航法の遵守と危険防止のための勧告及び報告等）

（平成22年7月施行）

※ 本計画目標については、平成30年まで達成すべき目標として設定したが、第4次

交通ビジョンが平成30年に開始されることから、平成29年までの達成状況を記載
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（目標）
一元的な船舶の動静監視・情報提供体制を整備する港内等において、情報提供の対象となる船舶の衝突・乗揚事故を

平成20年から24年までの年平均に対して半減する。

（評価）
平成29年の東京湾における対象海難（衝突・乗揚）の発生状況は、17隻（速報値）であることから、目標達成に向け順調

に推移している。

対象海域
東京湾（情報聴取義務海域を除く）、
京浜港、千葉港

対象事故隻数：
総トン数100トン以上の船舶

② 港内等における衝突・乗揚事故の減少
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目標：半減

３-２ ．第３次交通ビジョンにおける目標の達成状況（計画目標）
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※ 本計画目標については、平成30年まで達成すべき目標として設定したが、第4次

交通ビジョンが平成30年に開始されることから、平成29年までの達成状況を記載



（目標）
小型船舶の事故のうち、不可抗力によるものを除く約７割の事故について、平成20年から24年までの年平均1,343隻に対

して約３割減少させる。

（評価）
小型船舶の事故隻数は、特徴に応じた施策を重点的に講じてきたことにより、現行ビジョン期間内において年々減少して

おり、平成29年の小型船舶事故隻数は998隻（速報値）であることから、目標達成に向け順調に推移している。

③ 小型船舶における事故の減少
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目標：約３割減少

（５年平均 1,343隻）
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940隻（H30）

３-３ ．第３次交通ビジョンにおける目標の達成状況（計画目標）
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※ 本計画目標については、平成30年まで達成すべき目標として設定したが、第4次

交通ビジョンが平成30年に開始されることから、平成29年までの達成状況を記載



４ ．第４次交通ビジョンで重点的に取り組むべき事項

重点的に取り組むべき事項

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催
東京湾臨海部に多数の競技会場

海上活動情報ﾆｰｽﾞの高まり
・様々な海上情報の集約、活動、情報技術の向上

海上活動の多様化、活発化
マリンアクティビティの多様化、大型クルーズ船の
急増、洋上風力発電の拡大、LNG等の利用推進等

船舶事故減少するも約８割は小型船
事故、ふくそう・準ふくそう海域での事
故は影響大

海上交通分野における生産性
向上・効率化

船舶の大型化、運航管理・支援システム推進、
自動運航船実用化、北極海航路の利用増加

海運・水産環境の変化
・隻数・入港数の減少、船舶の高齢化
・船員及び水先人高齢化・減少・不足、外国人船員
増加、漁業生産量の減少

大規模自然災害への備え
南海トラフ地震、東海地震等

技術革新
船舶でのIoT、AI、ビックデータの活用
ドローン等の活用

安心・安全意識の
向上

防災対策、事故防止対策、
治安対策

生活形態の変化
レジャーの多様化

地球温暖化
再生可能エネルギー推進、
低負荷エネルギーへ代替、
省エネ技術開発導入、
生産性向上・効率化

人口動態変化に伴
う経済活動の変化

生産性の向上・効率化
AI、IoT等の導入、
労働力の確保

技術革新
IoT、AI、ビッグデータの活用
自動運転技術の発展
ドローン普及

外国人観光客急増
経済振興策としての観光促進

海洋を巡る基本認識社会情勢変化

＜新たな課題への取組＞

４ 海上活動情報の統合と活用

１ 多様化・活発化する海上活動への対応

２ 海上交通分野における生産性向上・効率
化への対応

＜基本的施策の推進＞

２ 小型船舶の安全対策

３ 航路標識等の整備・管理

５ 戦略的技術開発、国際連携の推進

１ ふくそう海域等における安全確保

４ 防災・減災対策

６ 東京オリンピック等に向けた取組

３ 地域を活かす海上交通安全行政の推進
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